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平成１６年第２回高森町議会臨時会（第１号）

平成１６年７月２３日

午前１０時００分開会

於 議 場

１．議事日程

開会（開議）宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名について

６番 野中 謙三君

７番 本田 生一君

日程第２ 会期の決定について

（１）会 期（４日間）

自 平成１６年７月２３日

至 平成１６年７月２６日

（２）会期及び審議の予定

月 日 会議の種類 備 考

７月２３日（金） 本会議

７月２４日（土） 休 会

７月２５日（日） 休 会

７月２６日（月） 本会議

日程第３ 議案第４１号 蘇陽町・高森町合併協議会の設置について

日程第４ 議案第４２号 工事請負契約の締結について

（高森中学校プール建設本体工事）

日程第５ 議案第４３号 平成１６年度高森町一般会計補正予算について

日程第６ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する日時及び場所等の決定

について

日程第７ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する者の数の決定について
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２．出席議員は次のとおりである。（１３名）

１ 番 宇 藤 敬 君 ２ 番 白 石 博 昭 君

３ 番 山 室 克 尋 君 ４ 番 山 村 將 護 君

５ 番 甲 斐 直 三 君 ６ 番 野 中 謙 三 君

７ 番 本 田 生 一 君 ８ 番 甲 斐 廣 國 君

９ 番 後 藤 和 昭 君 １０ 番 甲 斐 正 一 君

１１ 番 相 馬 俊 行 君 １２ 番 三 森 義 高 君

１３ 番 佐 伯 金 也 君

３．欠席議員は次のとおりである。（１名）

１４ 番 後 藤 英 範 君

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２２名）

町 長 藤 本 正 一 君 助 役 阿 南 哲 也 君

収 入 役 芹 口 誓 彰 君 教 育 長 佐 藤 昭 也 君

総 務 課 長 渡 辺 哲 郎 君 企画財政課長 村 上 源 喜 君

商工観光課長 佐 伯 実 範 君 住民生活課長 瀬 井 公吉郎 君

保健福祉課長 佐 伯 秀 和 君 税 務 課 長 後 藤 秀 希 君

農林振興課長 岩 下 光 広 君 建 設 課 長 色 見 隆 夫 君

水資源対策課長 桐 原 一 紀 君 高森中央出張所長 田 上 真 一 君

草部出張所長 岩 下 生 人 君 野尻出張所長 岩 下 健 治 君

収 入 役 室 長 岩 下 昭 久 君 教育委員会事務局長 廣 木 冨 八 君

オーガニックアグリ
農業委員会事務局長 二子石 衛 君 杉 田 則 秋 君

セ ン タ ー 長

総務課長補佐 古 澤 建 生 君 企画財政課長補佐 甲 斐 敏 文 君

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名）

議会事務局長 長 尾 和 博 君 議会事務局次長 古 庄 良 一 君
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開会 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

会議に先立ち、町長のご挨拶をお願いいたします。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） おはようございます。

本日は、平成１６年第２回高森町臨時議会を開くに当たりまして、一言ご挨拶を

申し上げます。

今年の夏は、昨年の長雨、また冷夏から一変しまして、大変暑い日が続いており

ます。議員の皆様におかれましては、この猛暑の中、加えて何かとご多忙の中、ご

出席を賜りまして、誠にありがたくお礼を申し上げるところでございます。

さて、今回、臨時議会におきましては、合併協議会設置協議について、また、工

事請負契約の締結について、一般会計補正予算案について、合わせて３件のご審議

をお願いするものでございます。

諸議案の内容につきましては、のちほどご説明をさせていただきますけども、何

とぞご審議くださいまして、ご決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、簡

単ではございますけども、お礼を兼ねましてお願いをいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） どうもありがとうございました。

ただいまから平成１６年第２回高森町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

１４番 後藤英範君からは欠席届が出ておりますので、報告をしておきます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、６番 野中謙三君、７番

本田生一君を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期の決定

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してありましたので、委員長

の報告を求めます。議会運営委員長 本田生一君。

○議会運営委員長（本田生一君） おはようございます。
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会期の報告を申し上げます。

議会運営委員会に付託されておりました平成１６年第２回高森町議会臨時会の会

期につきましては、本日７月２３日から７月２６日までの４日間と決定をしており

ます。以上、報告をいたします。終わります。

○議長（相馬俊行君） 議会運営委員長の報告のとおり決定したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日７月２３日から２

６日までの４日間と決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

本日提案されております日程第３ 議案第４１号については、本日は、提案のみ

としたいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第４１号については、本日

は提案のみとすることに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 議案第４１号 蘇陽町・高森町合併協議会の設置について

○議長（相馬俊行君） 日程第３ 議案第４１号、蘇陽町・高森町合併協議会の設置に

ついてを議題といたします。

本案について、町長の意見を含めて提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一

君。

○町長（藤本正一君） 議案第４１号、蘇陽町・高森町合併協議会の設置について、提

案の説明、及び私の意見を申し上げます。

熊本県知事より市町村合併の特例に関する法律第４条の２、１項の規定に基づ

き、蘇陽町・高森町を同一請求町とする合併協議会設置の請求がありました旨、平

成１６年６月１６日付けで通知がありましたので、同条第６項の規定により、私の

意見を付して議会の議決を求めるものでございます。

意見、今回の阿蘇郡蘇陽町、同郡高森町を同一請求関係市町村とする合併協議会

の設置については、付議案件は、市町村の合併の特例に関する法律第４条の２の規

定に基づき、熊本県知事から関係町村において、同一内容であることを確認され、

法定要件であります有権者の５０分の１以上の署名をもって住民発議による直接請
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求による提案となったものでございます。

これまでの本町の経過は、議員の皆様方がご承知のとおりでございます。平成１

３年９月２日に、高森町議会に町村合併検討特別委員会が設置され、その後、アン

ケート調査や住民説明会及び広報誌を通じて、合併の論議を賜ってきたところでご

ざいます。

熊本県が示した合併のパターンでは、本町を含む南阿蘇６カ町村で合併を目指す

ものとしておりましたけども、西原の離脱表明、また白水村・久木野村・長陽村で

合併を目指すということとした法定協議会の設置、さらには、蘇陽町にあっては、

上益城郡矢部町及び清和村との３町村合併を目指すとした法定協議会を立ち上げる

など、本町の近隣町村がそれぞれの合併を進めることとなりました。その結果、白

水村・久木野村・長陽村の３村が平成１７年２月１３日に南阿蘇村として、また、

蘇陽町が平成１７年２月１１日に上益城郡・矢部町及び清和村との３町村で、山都

町という合併を予定されております。

本町といたしましては、これらの合併の枠組みから外れた形となっているのも、

ご案内のとおりでございます。申すまでもなく、合併のメリットは、財政基盤の強

化や財政運営上の効率化でありますが、今後の財政構造を予想するときに、合併は

避けて通れないものと鑑みております。

しかしながら、現時点で、近隣町村の動向を十分に見極める必要があることや、

平成１７年４月１日からの市町村合併特例法に関する法律の新法が５年間適用され

ることになり、これらのことも考慮していく必要があるかと私は思っております。

したがいまして、私は、これまでの基本方針を旨とし、南阿蘇地域の複数の合併

を望むものでございます。

以上のような状態を踏まえ、各議員におかれましても、慎重なご審議をお願いす

るものでございます。よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） お諮りします。

ただいま提案されました議案は、町村合併問題でありますので、町村合併検討特

別委員会における現在までの調査報告を求めたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、特別委員会に調査報告を求める

ことに決定いたしました。

町村合併検討特別委員長 三森義高君。
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○町村合併検討特別委員長（三森義高君） 町村合併検討特別委員会の結果報告を申し

上げたいと思います。

新議会になりまして、町村合併検討特別委員会といたしましては、昨年６月２５

日以来、今日まで５回ほど委員会を開き、１回は行政視察研修を行い、調査研究を

したところであります。

昨年６月提出されました蘇陽町を合併対象とする協議会設置請求の住民発議がな

され、第１回、第２回委員会を開き、協議を行ったところであります。その中で、

７月９日の委員会においては、蘇陽町を合併対象とする合併協議会設置請求を受

け、蘇陽町長及び議長が７月４日来町されたため、その内容について藤本町長が報

告、これを受け、特別委員会として、蘇陽町との合併を推進するのかしないのかに

ついて協議を行ったところであります。住民発議は無視できないものであり、合併

については、前向きに取り組むことを確認をし、さらに、１１日全員協議会を開催

し、委員会の意思確認事項について報告を行ったところでございました。その後、

蘇陽町長につきましては、町議会への付議がなされ、成立をいたしておりません。

平成１６年４月１日、合併特例法第４条の２に基づく高森町と蘇陽町を同一関係

町村とする合併協議会設置請求の住民発議が行われたことにより、４月１６日、町

村合併検討特別委員会を開催し、今後の取り組みについて協議を行いました。この

結果につきましては、合併の目標を「南阿蘇は一つ」とし、段階を踏んで進め、今

後、行われる署名活動の状況や判断材料としての財政状況等について十分検討を行

うということで終わっております。

また、５月２６日、町村合併検討特別委員会を開催し、前回、４月１６日に開催

した町村合併検討特別委員会の結果を踏まえ、総務課長、企画財政課長より今後の

歳入歳出計画想定表等の説明を受け、今後の取り組みについて協議を行ったところ

でございます。これを踏まえ、今後、蘇陽町との合併を前提として協議を進める。

南阿蘇は一つと考え、蘇陽町、また西原村との協議も検討することを決定いたして

おります。

６月１７日、町村合併検討特別委員会を開催し、合併特例法第４条の２に基づく

高森町と蘇陽町を同一関係町村とする合併協議会設置請求書の提出、並びに６月１

７日の県知事からの通知を受けたことに伴い、今後の取り組みについて協議を行っ

たところでございます。この結果、町長に対して、早急に合併協議会設置について

議会に付議を行うよう要望することを確認したところであります。その旨をその

後、６月議会において委員長報告として町長に要望したところであります。
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町村合併検討特別委員会のこれまでの協議の結果を見ますとき、南阿蘇は一つの

思いから段階として、蘇陽町との協議会設置は必要不可欠ではないかとの意見が多

い。これを踏まえ、議員各位におかれては、高森町の今後の将来を考え、十分なる

審議をしていただきますよう、特にお願いを申し上げ、報告にかえたいと思いま

す。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 以上で、特別委員会の調査報告を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第４２号 工事請負契約の締結について

○議長（相馬俊行君） 日程第４ 議案第４２号、工事請負契約の締結についてを議題

とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） おはようございます。

議案第４２号、工事請負契約締結について、ご説明申し上げます。

高森中学校プール建設本体工事の指名競争入札を７月２１日に実施し、入札の結

果、熊本市健軍本町２３番５号、株式会社三津野建設、西尾剛人氏が１億８,５６

４万円で落札をいたしましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。

なお、詳細につきましては、担当の教育委員会事務局長がご説明を申し上げま

す。

ご審議をいただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明を終

わります。

○議長（相馬俊行君） 詳細についての説明を求めます。教育委員会事務局長 廣木冨

八君。

○教育委員会事務局長（廣木冨八君） おはようございます。

本日、ご提案申し上げました高森中学校プール建設工事の概要をご説明申し上げ

ます。

今回の計画は、屋内プールとし、延べ床面積９９６平米、うちプール本体が２５

メートル掛ける１６メーターの４００平米、これは７コースでございます。それ

と、遊泳プール、４メーター掛ける１６メーターの６４平米のＦＲＰプールを設置

いたしまして、屋根につきましては、紫外線をカットできるポリカーボネートオリ

ターンを使用いたします。
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今後は、完成後の住民に向けての一般開放等の検討を深めていきたいと考えてお

ります。

以上、概要をご説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。答弁については、自席からの答弁を許します。質疑はありませんか。６番 野

中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中でございます。

今回も指名競争入札という形で行われましたけども、私は、以前から申し上げて

おったとおり、一般競争入札あたりの導入は考えられないかということで、いろい

ろご相談申し上げておった中でありますけども、今回の指名競争入札にまたされた

理由を１つと、もう１つは、何社ぐらいの指名をされておったのか、それと併せま

して、付帯工事としてどの程度のあとの工事があるのかをお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（相馬俊行君） 助役 阿南哲也君。

○助役（阿南哲也君） 申し上げます。今回、指名競争入札といたしましたのは、ご意

見がございました一般競争入札ではいかがかというようなお話でございますが、一

般競争入札になりますと、なかなか事務的にも非常に難しい場合がございますの

で、今回はこれまでどおり指名競争入札とさせていただいた次第でございます。

それから、今回の指名に当たりましては、熊本県内に事務所を有する業者でござ

いますが、これまでの実績、あるいは、営業活動等、総合的に勘案しまして、Ａ

１、Ａ２の業者、１３社を指名したところでございます。

落札されました三津野建設株式会社にありましては、高森東小学校の建築も請け

負われました業者でございまして、今回の工事におきましても、立派に仕事をして

いただけるものと確信をいたしておるところでございます。

それから、付帯工事ということでございますが、プール関係につきましては、管

理業務委託、これはＳＤＡ建築設計さん、それから機械設備にありましては二和興

業さん、また電気設備にありましては島田電設さんがそれぞれ落札をされておると

ころでございます。

事業の内容等につきましては、主管の教育委員会の方から申し上げます。

○議長（相馬俊行君） 教育委員会事務局長 廣木冨八君。

○教育委員会事務局長（廣木冨八君） 付帯内容ですが、機械設備につきましては、プ

ールの循環設備、換気、衛生器具設備、消火器設備等でございます。電気につきま
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しては、屋内、屋外の電気設備一式となっております。以上でございます。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） はい、ありがとうございます。

それともう１つ、工事の期間ですね、いつごろの完成か。それと、併せまして、

もちろん来年がプール開きになりますけども、そのあたりの計画がございましたな

ら、併せてお願いしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 教育委員会事務局長 廣木冨八君。

○教育委員会事務局長（廣木冨八君） 工事期間につきましては、本日の議決日からに

なると思いますが、それから来年の３月いっぱい、中旬だったですか。３月の１０

日でございます。申し訳ありません。以上でございます。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） プール開き等はまだわからないんですか。開放する日等はまだ

計画していないんですか。

○議長（相馬俊行君） 教育委員会事務局長 廣木冨八君。

○教育委員会事務局長（廣木冨八君） 開放につきましては、先ほどご説明申し上げま

したが、検討を今後深めるということでご相談したいと思います。以上です。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第４２号、工事請負契約の締結についてを採決いたします。

お諮りいたします。

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第４２号、工事請負契約の

締結については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議案第４３号 平成１６年度高森町一般会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 日程第５ 議案第４３号、平成１６年度高森町一般会計補正予

算についてを議題といたします。
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本案について、提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 議案第４３号で提案いたしました平成１６年度高森町一般会計

補正予算（第３号）について、ご説明を申し上げます。

今回の補正予算は、国の少子化対策として、平成１６年６月１８日に児童手当法

の一部を改正する法律が施行され、就学前までとあった支給対象年齢が小学第３学

年終了前までに延長されたことに伴う予算措置でありまして、総額８８０万円の増

額補正を行うこととしております。これを現予算と合算いたしますと、４３億９,

７９６万円となります。

７ページの、歳入につきましては、児童手当増額分の財源といたしまして、その

３分の２は国庫負担金から、６分の１を県負担金と町負担分としてそれぞれ増額補

正するものでございます。

８ページの、歳出予算につきましては、法改正に伴いまして、支給対象年齢児童

数として延べ約１,４００人程度増加となり、総額で８８０万円の増額補正を行う

ものでございます。

以上、今回提案しております補正予算について、その概要を説明いたしました

が、ご審議をいただき、ご決定を賜りますようよろしくお願いをいたしまして、説

明とさせていただきます。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。答弁については自席からの答弁を許します。質疑はありませんか。１３番 佐

伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

現在までは、就学前の子供については、国の方からいろいろと手厚い補助をして

いただいております。今回、小学校３年生までということでございますが、これに

ついて、対象年齢はわかるんですけれども、それ以外の決められた項目があると思

いますが、わかりましたら、詳細に教えていただきたいと思います。要するに、第

３子までなのか、全部なのか、いろいろ所得の条件等があると思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 保健福祉課長 佐伯秀和君。

○保健福祉課長（佐伯秀和君） お答えを申し上げます。

今、ご存じのように、第１子、第２子については５,０００円、第３子以降１万

円ということになっております。所得制限はございますが、それでも所得制限で外

れた方については、特例給付も付いております。これの上限はちょっとここで記憶
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しておりませんが、２段階の救済措置を設けてございます。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 今から子供を産もうという人達についても、こういうふうな

制度ができてきますと、大変ありがたいわけでございます。乳児期から小学校３年

生までの間に、町の方からいただいたお金をそれをプールしておきますと、どうに

か中学校の卒業時に高校の入学資金なり、またはその後の資金、大学、専門学校に

行くときの資金等に利用することが可能だというふうに考えております。贅沢を言

えば、もう少し長くしていただきたかったなと、小学校の６年生ぐらいまではでき

ればしていただきたい。小学校３年生というのは、何も何か中途半端な気がいたし

ております。なぜ、小学校３年生なのか、なぜ、義務教育の小学校６年生までやら

ないのか、そのあたりについても、不明な点が多いわけでございますけれども、要

は、第１子、第２子、第３子というふうに、給付の額は違いますけれども、そのよ

うにいただけるということになれば、子供を持つ世帯については、大変ありがたい

んじゃないかなと思っております。

それと、国の方はそういうふうな制度をつくってくるわけなんですが、町の方

で、私の方の希望といたしましては、やはり保育園あたりのことも十分考えていた

だきたい。保育園の措置費等についても、十分考えていただきたいという希望がご

ざいます。それについては、これだけ財政が厳しい中でございますから、難しい問

題もあると思いますが、やはり今回の参議院選挙の一番の争点でありました年金問

題、この年金問題がなぜこういうふうにこじれてしまったかということは、やはり

この少子化というのが、一番元凶にあるようでございます。頭が重たく、下が小さ

いということで、年金を今から納めようという人たちがどんどん減ってくる中で、

年金給付だけは増えておるということが現状でありますので、そういう意味からす

ると、いかに子供をたくさん産んでくれるか。子供を育てるのにいくらお金を節約

することができるかということを今後、考えていただきたいと思いますが、その点

について、保健福祉課長の方でこれを機会に、何か計画中のものがあれば、計画を

しようという気持ちがあるかどうか、お聞かせをいただきたいと思いますが。

○議長（相馬俊行君） 保健福祉課長 佐伯秀和君。

○保健福祉課長（佐伯秀和君） 私も子育てをやっておりますが、今のお話のように、

大変子育てにお金がかかるということはご案内のとおりであります。財政事情が許

せば、これは政策的なことですから、私が申し上げることではございませんが、財
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政事情が許せば、私も検討はしてみたいと思いますが、いかんせん、政策的な問題

でありますし、財政事情が非常に逼迫しておる中で、町独自にというのは、非常に

厳しいのではないかという私の考えはそういうことでございます。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 地方交付税もどんどんどんどん減ってきますし、国が打ち出

した施策に対抗して、町がまたいろんな施策を打ち出しますと、それを次年度の地

方交付税の算出をする際の基準とされるということ、そういうふうな弱みもありま

すから、独自のなかなか路線を打ち出せないというのは、正直なところ、本当に残

念でならないわけでございますが、しかしながら、そこをどうにかかいくぐって、

高森町の少子化対策にくさびを打ち込んでいただきたいなと思っております。

ちなみに、やっぱり子育てが高森町では非常にしにくい現状であるわけですね。

高校は高森高校、県立の高校がございますけれども、なかなか県立の高校、地元の

高校には子供が行こうとしない。だからと言って、じゃあ、南郷谷から出まして、

大津、また熊本市内の学校にやろうとしますと、南阿蘇鉄道のレールバスを使って

ＪＲで行くわけなんですが、１月の定期券の代金はＪＲで立野から水前寺までの金

額の方が高森から立野間の金額よりも安いわけですね。これは雲泥の差がございま

す。それでけ、やはり交通費に対しても、かなりの負担を強いられておる。そして

また、一番列車が６時１２分ということで、向こうに着いて、水前寺に着いて、ま

た大津に着いて１時間近く子供達が時間をつぶさなければならないということ。そ

ういうことで、やはり子供達を通わせようとしても、なかなかそういうふうな道路

的な問題もございますから、通学時間の問題もありますので、なかなか子育てをし

ようとするときに、高森町というのは、しにくいんじゃないかなというふうに考え

ております。

ですから、今後については、こういうふうな保健福祉の方でする給付関係の事

業、または町長を中心とした環境づくりという面についても、私は十分な考えと組

み立てをしていただかねばならないんじゃないかなと思います。子供がたくさんで

きても、小学校、中学校まではいいとして、高校、大学に行くにつれて、どんどん

高森から出なくてはならない。出るためには、それだけの経済的負担が各家庭にい

るというふうになってまいります。ですから、通学についても、通学定期の値段の

是正をするなり、また、通学について一番列車の時間の変更をするなら、そういう

ことも踏まえて、高森町の少子化対策というものをやって、高森町で子育てがしや
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すいように、そういうふうな環境づくりもやっていただきたい。これだけ今年の夏

は非常に猛暑じゃなくて激暑だと言われております。でも、熊本市内あたりではも

しかしたら、もう体感温度は４０度を超しておるんじゃないかな。そのような中で

子供達がやっぱり住んで学校に通う。学校に行く分についてはいいんですが、やっ

ぱりあそこに住むということになってくると、かなりな体力的な消耗もあるわけで

すね。しかしながら、この高森に住んでおれば、朝晩については非常に涼しい環境

である。要するに、家庭学習がよくできるというようなメリットもあるわけでござ

いますから、そういう意味からしたときに、高森からもし、市内に通って行くにつ

いても、通いやすい環境を私は今後つくっていただきたい。

それと、保育園、または小学校、中学校についても、高森町独自のカラーという

ものを出していただきたい。そして、画期的な少子化対策というものを高森町では

生み出していただきたいというふうな希望があるわけでございますが、高森町長の

方も合併という大変難しい問題が今回出てきているわけですが、財政を踏まえた中

で、やっぱり中間の私達の層が一生懸命がんばっておりますから、できれば、お年

寄り、または子供達について、安心して学べる、安心して暮らせるようなふるさと

をつくっていただきたいと思いますけれども、その点について、今後、どのような

取り組みでやっていかれるか、その気持ちをお聞きしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、佐伯議員の方からいろいろとご意見等をいただきました。

大変参考になることばかりだったと、全く同感でございますけども、なかなか財政

面、いろんな面で余裕はないと。本当にその厳しさを何とかしていかなければいか

んなと思いながらも、なかなか財源が不足でございます。そのためにも、いろいろ

と企業誘致等、合併を各議員の方々にお願いをしておるところでございます。何と

かして町独自の自主財源探しにも一生懸命努力してまいりたいと、そのように思っ

ております。許すならば、今、１３番 佐伯議員さんがおっしゃったように、でき

る限りのことはするのが当然のことでございますし、そのままそのとおりだとその

ように思っております。何とか、今後、努力して、またその努力するためにも、大

変自主財源確保ということが一番頭にくるんじゃなかろうかなと思っております。

どうか、ひとつそのあたりもご協力方、よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。
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討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第４３号、平成１６年度高森町一般会計補正予算についてを採決

します。

お諮りします。

本案については、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第４３号、平成１６年度高

森町一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第６ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する日時及び場所等の決定

について

○議長（相馬俊行君） 日程第６ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する

日時及び場所等の決定についてを議題といたします。

お諮りします。同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する日時及び場所

等については、お手元に配布しましたとおり、決定したいと思います。これにご

異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、同一請求代表者に対する意見陳

述の機会を付与する日時及び場所等については、お手元に配布しましたとおり、平

成１６年７月２６日午前１０時から高森町議会議場で行うことに決定いたしまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第７ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する者の数の決定について

○議長（相馬俊行君） 日程第７ 同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する

者の数の決定についてを議題といたします。

お諮りします。同一請求代表者に対する意見陳述の機会を付与する者の数につい

ては、お手元に配布しましたとおり１名としたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］



－ 17 －

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、同一請求代表者に対する意見陳

述の機会を付与する者の数については、お手元に配布しましたとおり、１名とする

ことに決定をいたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。お疲れでございました。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午前１０時３５分



７ 月 ２ ６ 日（月）
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平成１６年第２回高森町議会臨時会（第２号）

平成１６年７月２６日

午前１０時００分開議

於 議 場

１．議事日程

開議宣告

日程第１ 同一請求代表者による意見陳述について

日程第２ 議案に対する質疑及び討論採決について

２．出席議員は次のとおりである。（１４名）

１ 番 宇 藤 敬 君 ２ 番 白 石 博 昭 君

３ 番 山 室 克 尋 君 ４ 番 山 村 將 護 君

５ 番 甲 斐 直 三 君 ６ 番 野 中 謙 三 君

７ 番 本 田 生 一 君 ８ 番 甲 斐 廣 國 君
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開議 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めていきたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 同一請求代表者による意見陳述について

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 同一請求代表者による意見陳述についてを議題とい

たします。

この意見陳述は、市町村の合併の特例に関する法律第４条の２第６項の規定によ

り合併協議会設置について付議されたことに伴い、同法同条第７項の規定により同

一請求代表者に意見陳述の機会を付与するものであります。なお、意見陳述者に対

する質疑はできるものではありませんので、その点はご承知おき願います。

それでは、意見陳述者の入場を許します。

［意見陳述者入場・所定の席に着席］

○議長（相馬俊行君） ただいまから去る７月２３日に提案されました、議案第４１

号、蘇陽町・高森町合併協議会設置についてに伴う同一請求代表者から意見陳述を

行っていただきます。

意見陳述をされる同一請求代表者の本田英明氏に申し上げます。本日の意見陳述

の機会の付与は、市町村の合併の特例に関する法律第４条の２第７項の規定によっ

て行うものであります。つきましては、意見の陳述に先立って、請求代表者証明書

に記載されています住所と氏名を読み上げていただきましてから、意見の陳述を行

ってください。

また、意見陳述が終わりましたら、所定の席に着席してお待ちください。

それでは、同一請求代表者である本田英明氏の意見陳述の発言を許します。

本田英明さん、よろしくお願いいたします。

○同一請求代表者（本田英明君） 皆さん、おはようございます。
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私は、高森町矢津田４６２－３番地に住んでおります本田英明でございます。

何故、高森町は合併が必要なのか、私の意見をお聞きくださいまして、しっかり

と心に受け止めて頂ければ、大変幸せでございます。本日は、高森町の興亡をかけ

たと言っても決して過言ではないと思われます、最も大事な町村合併に対する厳粛

な議会の席で、私の意見が申し述べられることを大変誇りに思っているところであ

ります。

高森町は、大きな自主財源を持っているわけでもなく、本日まであくまで単独姿

勢を崩さない町行政ならば、逼迫する経済財政をどう立て直すのか、経済的な舵取

りがはっきり見えない町長の基本姿勢に多くの町民から納得のいかない怒りの声が

聞こえてくるわけであります。

毎日のように、新聞紙上に掲載されております町村合併の問題、現在の行政のあ

り方で果たして単独でいけるのか、大きな疑問があると思います。国・県が強力に

進めてまいります町村合併、また、近い将来、超大型合併の道州制すら模索されて

いる中で、国・県の強力な行政指導に逆らってまで、高森町は生き残れるのか、私

は大事な決断の時期であると思います。

去年の１月２５日の熊日に交付税が１２％減となり、また、１月２９日の新聞に

は、町村の財政担当者課長会議で合併の枠組みに入っていない自治体は合併協議の

テーブルにつくようにとの記事が載っておりました。

誤った町村合併であってはならないために、仲間の方々といろいろな資料も集

め、勉強したつもりでおります。県の合併相談窓口に相談を重ねてまいりました。

合併に対し、優遇措置等の資料も提供して頂き、そんな中で、単独で生きれる道は

何もなく、強化された法的措置による吸収合併、または、勧告による合併しか残さ

れておりません。誠に惨めな姿の町村合併しか残されていないわけであります。南

阿蘇の中心にあって、一番大きな町として繁栄してきた高森町が、行政の判断の誤

りによって、吸収、または勧告という姿での合併で全町民を不安に陥れてはならな

いと私は思っております。

残された道は、ただ一つ、隣接する蘇陽町との合併によって、南阿蘇村との対等

合併であると思われます。そうすることにより、吸収合併、あるいは勧告という情

けない愚かさから救われる選択肢だと私は思っております。

幸いに、蘇陽の町民から今年の２月末に、高森町との合併がしたい、今一度、そ

の受け皿をつくってほしいとの要望がありました。高森町と蘇陽町は、産業構造も

似通っておりますし、生活圏を共有し、人的交流も深く、合併により、今までより
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一層一体感が増し、効果的な行財政改革ができるものと私は信じております。

蘇陽町民は、町行政とは裏腹に、阿蘇から離れたくない、阿蘇のブランドを守り

たい、先祖より続いてきた阿蘇をしっかりと受け継ぎたい。そんな悲痛な叫び声に

も等しい町民の声を聞くとき、世界に誇る大阿蘇は、蘇陽の一画から私は崩れ去ろ

うとしていると思います。蘇陽より何度も正式に高森町との合併のアタックを受け

ながら断り続けた結果、阿蘇を離れ、自立できない行政と判断しての、矢部町・清

和村との合併に、私も町民の一人として、多少なりとも責任を感じているところで

あります。蘇陽町との合併は、今後の第１のステップであり、間近と思われる第２

次合併で、南阿蘇村との対等合併によって、南阿蘇は一つ、高森を中心に繁栄し後

継者の育つ次世代の人々が喜んで住める健全な町づくりをしなければならないと私

も町民の一人として思っているところであります。

合併に対し、いろいろと仲間と調べてきました。ご存じとは思いますが、１つの

例として申し上げますと、長野県の泰阜村は、確実な民意を調査するために、各戸

に封書を渡し、アンケート調査した結果、単独説が多く、自立が決定しておりま

す。松島貞治村長は、自立の村の財政政策のために、自ら村長の給与を２０％以上

カットし、三役、議員報酬を１０％以上カットすると発表し、職員を数年間で８名

程度削減し、８億前後の建設事業費を２億円程度に抑え、福祉と教育に重点を置く

村づくりをすると発表しております。申し添えますが、松島貞治村長と大阪市立大

学教授の加茂利男教授の共著によりまして、「自立の村、安心の村」という本まで

出版していると記されております。

町村によって、内容は異なりますけれども、単独でいく町村のほとんどは大きな

自主財源を確保している町村でありまして、その他の町村のほとんどは泰阜村に等

しい財政行政が公表されておるわけであります。

本町でも単独ということならば、何らかの財政政策の単独性の公表でもあったな

らば、行政の町村合併に対する多くの町民の不安と怒りの声はなかったのではなか

ろうかと私は思っております。年を追うごとに、本町の行政予算が大幅に圧縮され

ていく中で、行き詰まるのは明らかであると私は思っております。いろいろと合併

に対する裏工作の流れる町村合併の問題、果たして、高森町は正当な正しい行政が

行われているのか、私には理解できないものがあります。

５月３０日の熊日に、町村合併を考える全国リレーシンポジウム２００４という

のがあります。静岡県で山口俊一総務副大臣を交えてのパネルディスカッションで

は、住民の意向に沿わない首長の行動は、首長の保身としか言いようがなく、住民
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を犠牲にしてはならないという指摘の言葉が相次いだと大きく新聞に報道されてお

りました。合併問題につきましては、町民の意思を重視した行政を全町民は望んで

いるところであります。明治、昭和、平成の大合併、今、高森の平成の歴史は大き

く変わろうとしております。単独行政を崩さない本町の行政に対し、民意を問うた

めに、合併特例法第４条の２による同一請求をしたわけであります。

署名活動についても、各地から電話等による励ましや署名するから来いとの温か

い電話もたくさん頂きました。高森町を愛する人々の手で、おかげを持ちまして半

数以上の日数を残し、９１３名という大きな署名をいただきました。名簿不足のた

めに満杯になったからどうしましょうかという電話もありましたが、法定数１２５

名ですので、今回はこれで結構ですよということでお答えをして、今日に至ったわ

けでございます。名簿が多かったらもっと大きな数字に膨れあがっているものと私

は受け止めております。

今、大きなうねりとなって、合併に対する気運が高まっているところでありま

す。今日、この席で、良識ある議員の先生方の英知の結集によって、限りなく繁栄

する高森町を切望する全町民のためにご英断をお下しいただきますよう、高森町の

代表として伏してお願いするところであります。

南阿蘇の将来の展望をしっかりと見据えた上で、未来の高森町の行く末を託す次

世代の子、孫の代々まで、後悔の念を残さないように、議員の先生方の有終の美に

よって、高森町に明るい光明な日が差すことを信じ、私の意見を終わらせていただ

きます。本当にありがとうございました。

○議長（相馬俊行君） ただいま意見陳述が終わりました。同一請求代表者の本田英明

氏に申し上げます。市町村の合併の特例に関する法律第４条の２第７項の規定に基

づく同一請求代表者に対する意見陳述の機会の付与は以上で終了いたします。議場

から退場願います。お疲れさまでした。

［意見陳述者 退場］

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 議案に対する質疑及び討論採決について

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 議案に対する質疑及び討論採決を議題といたしま

す。

なお、答弁については、自席からの発言を許します。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第４１号 蘇陽町・高森町合併協議会の設置について
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○議長（相馬俊行君） 議案第４１号、蘇陽町・高森町合併協議会の設置についてを議

題といたします。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中でございます。

今回の質疑に対して、町長の方に２、３点お伺いをしたいと思います。

まず、第１点といたしまして、いろんな事業なり、いろんな展開をする上で、住

民に対する説明責任というのがあろうかと思います。行政を預かっている議会、あ

るいは執行部、町長含め、住民に対する説明責任が十分でないとやはり判断の材料

に乏しいというふうに判断いたしますけども、その説明責任の中において、住民に

対する説明が十分であったのかどうか、これがまず第１点。もちろん、町長就任後

１年と数カ月でございますけども、その間に、どういった形で町長の方が住民側に

対しまして、町村合併について説明等をされておったかという部分ですね。

第２点といたしまして、住民の意向をどういう形で町長の方が汲み取り入れられ

ておるのか、住民の意向をどういう形で町長の方が取り入れられて、判断されてお

るのかというのが第２点、第３点といたしまして、議会内の発言において、町長の

方は５町村合併を目指すという形で発言されておりますし、また、議会側もそうい

うつもりで特別委員会等も設置し、その５町村合併を目指した形で特別委員会等も

活動しておりました。議会側もそういう動きをしておりました。その中にあって、

いよいよ最終決断をするわけでございますけども、議会内の発言はそうでしたけど

も、町長の議会外における発言等においては、ややもすると、逆の立場の意見も入

ってきておりました。絶対高森町はもう合併せんで、単独でいきますよということ

を耳にしておりますので、そのあたりの事実確認も再度したいと思いますので、以

上の３点をお伺いしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 説明責任があったかないかということでございますけども、こ

のことにつきましては、前町長さん、まず、議員の方々も一緒にそういう各地域の

住民に対しての説明はしてあったと、私は思っております。また、今、この１年数

カ月の間にしたかどうかということでございますけども、近隣町村のいろんな動向

を見たり、また、県・国の指導等を仰ぎながらということでございますし、そのあ

たりも判断のもとにしたいということで、私が住民に行って説明を、部落に行って

したことはございます。

それから、住民の意向をどうやって確認するかということでございますけども、
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先日来より、野中議員さんが一般質問等でおっしゃいましたように、意向につきま

しては、最終的には、住民投票をしたいと、そのように申したとおりでございま

す。また、５カ町村は地域によっては、合併せんとおっしゃいましたけれども私は

そんなことは言ったこともありませんし、それはそんなことをかってに言われても

私はそんなことは言ったことはありません。これは事実です。合併はこの前も意見

で述べましたように、合併は避けては通れないだろうと、ただその時期をよく見極

めにゃいかん。近隣町村のことも見極めにゃいかんということでございます。私は

決して合併をしませんと言うた覚えはありませんし、そのあたりはよくご理解いた

だきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） まず、説明責任の方についてですけども、前町長は座談会等も

数回されて、開かれて、合併についての論議、あるいは最終的には、単独ではこう

いう形になりますよという部分の説明はされております。残念ながら、町長就任

後、新しい藤本町長体制になってからの住民説明というのはされておりませんし、

気持ち的な部分としては、５町村枠組みの中で進めていくという部分でその部分で

は動いていたと思います。しかしながら、やはり住民から投票なり、要求があっ

て、合併協議会の設置を求める動きがある中では、やはり執行部として、僕は説明

責任の部分として、やはり住民に対する現段階の内容、あるいは将来的な高森をど

ういうふうな形で持っていく、５町村の枠組みについては、こういう形で進めたい

という部分については、やはり説明が私は必要であったんではなかろうかというふ

うに考えております。

それと、住民投票についてですけども、町長が今、再度重ねて言っていただきま

したけども、住民投票をしたいというふうにお考えが今ここに出されましたけど

も、住民投票のやり方も２通りありますので、どちら側のやり方でされるのか、住

民からの要求に基づく住民投票なのか、それとも、町長の権限でございます今回の

合併の同一発議に基づく町長の権限で住民投票をされるのか、それを確認したいと

思いますし、もう１つ、議会外での発言はそういうことはないというふうに町長、

おっしゃっていただきましたけども、私の方が間違いでないという部分に関して

は、もし、私の発言が間違っておるならば、私の方としては、きちっとしたそうい

ったことをちゃんとお聞きしましたという方をお連れしても結構です。構いません

ので、あくまでそういう発言があったというのは、私は事実として受け止めており

ます。ですから、今の私の説明責任と住民投票について、２点は再度ご答弁を願い
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たいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、住民投票のことでございますけども、住民投票は最終的

に、もう少し近隣町村を見極めた上でのまた県・国、また、各議員さん達のご意見

等も拝聴しながら進めてまいりたいということでございます。住民の方々から次の

機会に住民投票したらどうかと、そう出るかどうか私はわかりませんけども、最終

的には、住民投票は行いたいということでございます。

また、単独と言ったか言わないかということでございますけども、本人がそうい

うことは言っておりませんから、そのあたりはご理解いただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 発言等については、あまり私は詳しくはここで述べたくないと

いうのが現状でございます。あえて申しますなら、その住民投票についてですけど

も、住民投票は同一発議をされた場合には、これは日にちはちょっと定かではござ

いませんけども、１０日か２０日、正確な数字がちょっと今、資料を持ってきてお

りませんので、わかりませんけども、その以内に町長がどうするという部分の判断

が一つされるやり方が１つと、もう１つは、これはあとの結果ですけども、住民側

の方から住民投票条例の設置を求める動きがあってからの議決した場合の住民投

票、その２通りだと思います。再度、どちらの方向でされる考えなのかをお聞きし

たいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 再度申しますけども、よく状況を見極めて、判断したいと、そ

のように思っております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 状況を見極める、それは十分わかるんですけども、状況を見極

めた中で、やはりこういったのはルールがございます。どのルールに従ってやるか

ということです。したがって、１７年度他町村が合併する、あるいは、もちろん１

７年度の４月以降はいろんな合併町村が出てきますけども、そういった中で、合併

の住民投票をやったところで、大した意味もなければ、私は今の段階としては、こ

れもまた住民に対する説明の不十分さではなかろうかと思いますけども、再度、お

答えを願いたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 再度、申し上げます。よく状況を見極めて判断をしたいという
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ことでございます。今、判断はしておりません。

○議長（相馬俊行君） ８番 甲斐廣國君。

○８番（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

代表者の意見陳述が行われまして、私の住んでおる近くの本田さんでございま

す。私もこの問題について、地区での説明会がありましたときに、私も議員の立場

から出席すべきかしまいか、いろいろ検討した中で、やっぱり言うべきことは言っ

ておかんと、議会なりの動きあたりが誤解されておる部分もあるのじゃないかとい

うことで、出席をしてお話をしたところでございます。

今、お話がありましたように、代表者のお話を聞きますと、本当にもっともなご

意見がたくさんございました。しかしながら、私達のあとで先輩議員も話されるか

もわかりませんけれども、議会としては、それ相応の動きをやってきたんじゃない

かと。町民に対する説明責任が足らなかった部分も多少はこれは認めざるを得ない

かもしれませんけれども、私ちょうど議員になりましたときに、この合併問題が始

まったわけでございますけれども、私達は１年生でございますので、そのとき今の

町長も代表で南阿蘇の枠組みの中の協議に参加されておりましたが、おそらく３回

目であったろうと思いますが、今日、出席したらもう西原村は外れたわ、久木野村

・白水村・長陽村は俺達だけでやると、蘇陽町と高森町だけが爪弾きをくったと、

これじゃあもうどうしようもないというような話で、帰ってこられました。そのと

き、その足でおそらくそこの林業センターで職員全員と議員全員を緊急にお集めに

なって、そして、そのときに決意をはっきりされたんですね。前の町長はもう最後

のときでありました。もう今回の合併は南阿蘇一つでなければならんけれども、こ

ういう状況では高森町は単独で行かざるを得ないと、皆心してひとつ辛抱されると

ころは辛抱し、単独でがんばろうじゃないかということで一致したと思います。

そのあと、私達は議会で四国に２カ所研修に行きました。また、新しい町長にな

りまして、山梨県の小淵沢町、それから埼玉の志木市を単独で行くためにはどうい

う方法があるかというようなことで研修に行った経緯がございます。やっぱしそれ

ぞれこれは町村によって考え方も違いますけれども、やり方次第では生き残れる方

法もあるということを私達は信じて帰ったつもりでございます。

そしてまた、蘇陽町との合併についても、前町長が最後の３月であったと思いま

す。蘇陽町から申し込みがあって、議会に最後の議会に付議されるかなと、私達も

思っておりましたが、やっぱりそういう経緯があったからでありましょう。前町長

は付議をされなかった。そういう経緯があって、蘇陽町は矢部町との協議に入り、
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今、どんどん進められて、新しい町名ももうできたというような中で、藤本町長に

なっても、前の経緯があるというような形でこのような流れになったんじゃないか

というふうに思っておりますが、町村合併検討特別委員会も一時は、もう必要ない

かなと、議会でも言われたぐらいでありましたけれども、やっぱり協議と勉強会は

続けたがよかろうと、こういうことで協議会が設置されたというふうに私は信じて

おります。

そこで、私は、合併が絶対反対と何も言っているわけではありません。避けて通

れない、これは大事なことでありますけれども、そういった状況の中で、どうして

も蘇陽町とそれをやらなきゃならんかということに多少、疑問を持っておる一人で

ございます。

なぜ蘇陽町との疑問を持っているかと、やっぱりこれは、小国町と南小国町が決

裂いたしましたですね。あれまで行って決裂した。全然高森町と政治手法が違う。

私はそう断言してもいいというふうに思っております。

そこで、やっぱり矢部町との協議の中で、今、矢部町民からも非常に不信感を持

たれておる。私もこれに注目して、矢部町民の動きを今じっと眺めておるところで

ありますが、今、４６項目だったかと思いますけれども、その詰めをするのに半年

ぐらいでできるのか。来年の３月３１日までしかありませんので、できるのか、そ

の辺も心配をしておりますし、また、これは、全国町村会が要望書を国に出したも

のの中に、確かに合併は進めなければならんけれども、明治、あるいは昭和、平成

のこの合併に入っておりますけれども、過去の禍根を残さんがためにどうしたらよ

いのかと、そういうことで、総務省でもなかなか強制的な合併が進められない部分

が私達は苛立ち、そういう部分に苛立ちを持っておるところでございます。

本来ならば、もう少し国・県の指針がしっかりして、そして、Ａパターンであっ

たのをパターンどおりに何で進められなかったか。そこ辺を非常に今、疑問視を持

っておるところでございます。

確かに地方分権改革の意義、そういうものは私達もわかりますけれども、いろい

ろと歴史、文化、それから今まで培ってきたまちづくり、そういうものが違う中

で、一挙に合併をするというときに、ただ、隣同士がくっつけばいいとか、一緒に

なれば１万超すからという考え方の合併では町民も安心できないと、本当に合併す

るならば、やっぱしそういうことから先にじっくり町民に説明をしながら、そし

て、本当にこの合併を進めていいのかということを進めなければならんでありまし

ょう。
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理想は高くと言いますけれども、私も国会あたりで共産党さんの質問をよく聞き

ます。本当にすばらしい。なるほど聞けば、これが本当に１００％実現すれば、日

本はすばらしい国になるなと思って聞く部分がたくさんありますけれども、理想に

過ぎない、現実はそうじゃない。２－１が１にならない部分がこれが非常に難しい

ところ。私も農協の理事あたりをいたしまして、これは経済とは違うと言われれ

ば、それまででありますけれども、したけれども、大きくなれば良くなる、合併す

れば良くなる、そういったおんぶ主義、それが浸透したときに、おそらくまた二の

舞を踏むんじゃないか、自助努力、各町村、そういった気持ちがないと、合併して

も良くならないと私はそう思っております。

それと、これは、さっきから言いますように、非常に時間的に蘇陽町を最初から

嫌っておるんじゃないか。やっぱし一緒に、南阿蘇一つという気持ちを持ってきた

部分が崩れたためにこうなったのであって、私は今回、この蘇陽町との合併がもし

蘇陽町が矢部町との合併に取り残されたときに一緒になって南阿蘇は一つになる方

法を西原村と手を取り合ってやっていくことが私は一番じゃないかと、今、何も慌

てるなという気持ちを持っておるところでございます。

阿蘇郡でも南小国町、小国町、それから産山村、西原村、高森町が完全に合併協

議から今外れておりますので、何も高森町だけが残ったんじゃないと、私は全国で

も岩手、宮崎も非常にこの合併協議会進んでおりません。それから北海道もです

ね。広いところほど慎重に考えて、町村の広いところほど真剣に考えておると、そ

ういうふうに見ていいんじゃないかというように思っております。

もう１つ、この勧告を受けて、強制的に合併されるんじゃないかというご心配も

ありましたけれども、これはデータを見ますと、大きな市に村、町が合併するとき

は編入の形が多いようでありますけれども、ほとんど規模的に同じぐらいならば新

設、対等合併が、これが前提であります。この心配はまずしなくていいんじゃない

かと。もし、下と一緒に合併をするならば、高森町を編入したみたいな形にはなら

んと、これははっきり言えるんじゃないかというように思っております。

それからもう１つ、どんな小さな自治もこれは憲法に保障されておりますので、

これを無理やりにあんたはもう町村の資格はないとか、そういうことを国から押し

つけることは憲法上許されない、許されないじゃなくて、憲法に保障されておりま

して、そういうことはまずないだろうと、私もそういうふうに思っております。

これは、やっぱりここだけで、今日は判断をしなきゃならん難しい部分でありま

すけれども、そういった観点から、今回は、１７年４月１日から新しい新法の中で
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いろいろ総務省も考えられておられるようでありますし、もし、残ったならば、一

緒に両手を挙げて、南阿蘇は一つになる方法をとるべきじゃないか。そういう気持

ちでございます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） ８番議員にご注意を申し上げます。ただいまは質疑の時間で

す。討論の時間ではございません。議員各位注意してください。ほかにございませ

んか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

今回、住民の方からこのように蘇陽町との合併協議会の設置の住民発議が出され

ました。このように、町民の皆様方に高森町の行く末について、多大なご心配をお

かけしたということは、当時、町村合併検討特別委員会の委員長をしておりました

私にとっても、大変反省の至りでございます。

しかしながら、その当時のこと、議員の方からもご質問、ご意見がございました

が、やっぱり住民に対する説明責任と、高森町の今後の行財政の行く末についてと

いう不安がやっぱりこういうふうな形で出てきたものだというふうに思っておりま

す。

そもそも県が示しましたＡパターン・Ｂパターン、それが壊れまして、新たな３

村合併のパターンが出てきている。そして、その中で、甲斐議員も言われました

が、高森町と蘇陽町が外れる。西原村がその前に外れたわけなんですが、その際に

対して、執行部に対する役場職員に対するある程度の意気込み、また今後について

の取り組みについては、当時の町長、議長等から発言がございました。しかしなが

ら、やっぱり住民に対しての説明が本当にそれが十分であったのかなということに

なれば、ちょっと足りなかったような気もいたします。

しかしながら、私が住民の方達に意見したいのは、外れまして、それから先、単

独で行くためにということで、住民座談会を各駐在区ごとに実行いたしましたが、

その際の参加者の人数ですね、それと、まず１点はその人数の問題、それとあと、

今後１０年間、要するに合併をすれば、合併後１０年間、各合併した新たな自治体

であっても、旧自治体に対しての地方交付税の配分はそのまま存続させていくとい

うこと、そして、１５年後には正常な自治体交付税として交付をされるという国か

らの基準でございます。これもどんどん改正がなされておりますが、最後にはどう

なるかわかっておりませんけれども、その中において、高森町の財政というもの

が、今どういう状況にあるのか、また、蘇陽町の財政というものが現在どういう状
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況にあるのか、一番関心があるのは、公債の起債残高である。高森町が年間５億円

の直接税、町税を徴収する。そして、地方交付税を約２０億円、国から交付してい

ただく。そして、うちがいろんな事業をする、その借金の額が６０何億だったと思

います。あとで詳しい説明をよろしくお願いいたします。

蘇陽町については、それほど、私達も大まかなところは見たんですが、現在まで

の数字というものが、なかなかわかりづらいところがある。また、住民の方達にも

判断するにしてはちょっと足りない点があるというふうに思っております。ですか

ら、その点について、やはり詳しい内容、やはり財政が厳しい、財政が厳しいとい

う住民の声があるということ、この財政が厳しいと言われるその理由がどこにある

のかということを何かが滞ってきたのか、住民サービスのどこかが滞ってきたの

か、税金が上がってきたのか、そのあたりについて、歳入面について、また歳出面

について、どのあたりを絞ってきたのか、今後、絞っていこうという気持ちがある

のかということを執行部側にご質問をいたしたいと思います。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） お答えします。

まず、最初に、蘇陽町と高森町の起債残高について申し上げます。一番近い資料

で、平成１４年度が一番近い資料になっております。それで申し上げますと、高森

町が、これ、１００万円単位は切り捨てさせていただきます。６５億２００万円、

蘇陽町が６３億７,９００万円、以上でございます。

それと、歳出のカットということでございますけれども、現在、今年の予算にお

きましては、単独補助金の見直し、その他、公共的事業の見直し等をやっておりま

すし、いわゆる冗費といいますか、消耗的な経費の削減、それもやっておりますの

で、こういうことにつきましては、特に、今後とも続けていく必要があるように感

じております。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） １４年２月に行われました合併に関する説明会、住民参加

数でございますが、河原老人憩いの家が地区住民の方が２１名です。それから、朋

友館で地区住民の方２３名、旧農協草部北部支所で１８名です。大体以上のような

内容でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。



－ 35 －

○１３番（佐伯金也君） 佐伯です。

山東部だけの話ですね。草部南部地域は結構、合併問題についての座談会をした

ときには、参加者が結構多かったわけです。しかしながら、高森地域というのは非

常に少ないわけですね、いつも。中学校でやったときには結構多くの方達が来てい

らっしゃいました。しかしながら、やはり高森町の有権者６,０００人と考えたと

きに、何％の方達がこういうふうな合併問題について考えて、本当に一生懸命考え

ていらっしゃるかということを図るために座談会をすれば、このような数字だった

わけです。私も座談会等に参加をいたしましたけれども、なかなか来られた頭数見

ますと、非常に残念でならなかったわけですが、今回、このようにして住民発議を

していただく方達が１,０００名近く連名で出された。それだけの方達が関心を持

っておられたということを感じますと、私も大変うれしいわけでございますが、し

かしながら、やはりその流れで、今、企画財政課長の方から蘇陽町の起債残高が６

３億７,０００万円、高森町が現在６５億円あると、ただ単に、この起債残高が今

後どのような形で償還をしていかなければならないかということを考えます。年次

償還なんですが、高森町の償還方法は、年間どれだけ償還していくのか、大きな事

業に対しての償還が何年に終わるのか、そのあたりの詳しい説明、また、それに対

する歳入面の根拠、地方交付税がどれだけあるのか、また、町税がどれだけあるの

か、私が執行部からいただいております資料によりますと、蘇陽町の歳入面におい

ての町税の収入は２億円弱、高森町が５億円でございます。ですから、それを考え

たときに、やっぱり高森町の２分の１もない自治体がこれだけの事業を今までされ

ていたのかと、社会基盤整備ということでされたということでありますならば、や

はりそれはそれとして否定することはできないし、先ほど、甲斐議員が言われたよ

うに、政治手法も違いますし、行政に対する考え方も違いますから、蘇陽町の今ま

での事業について、私達が批判することはできないと思います。しかしながら、今

後、もし一緒になっていくとすれば、その今までされたことに対しての借金、負の

部分も高森町が背負っていかなければならない。そういうふうな不安な面を考えま

したときに、じゃあ、今まで旧高森地域、高森色見の人達が高森町の税収５億円の

何十％、５割近く、５割以上を納めていらっしゃる。そして、５割以上の事業を高

森町がそれだけしてあげていたかということを反省すると、なかなかそうとも言え

ないんじゃないかな。そのときに、じゃあ、旧高森色見は、経済的にも今、社会的

にも非常に転換期にきて、新たな経済事業の投資をしなければならない時期に、今

後、また蘇陽町と合併することによって、蘇陽町の社会資本、また経済資本整備を
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優先的に進めなければならないという問題が生じたときに、高森色見地区の皆さん

達がどのような反応を示されるかということですね。

ですから、やっぱり町長の考え方とは違うんですけれども、やはり合併から壊れ

たとき、熊本県が示したＡパターン・Ｂパターンの合併が壊れて３村ができたとき

に、ありとあらゆる可能性というものを探っておく必要はあったかなというふうに

反省はいたしておりますが、ただその点について、起債の償還方法、また、蘇陽町

の歳入面についての今後の方向、それに私は以前、広域行政事務組合におりました

けれども、広域事務組合の負担の割合の可能性、今後、どのような形で負担してい

くのか、そのあたりについても、わかりますれば、ご答弁を総務課の方からでもい

ただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 償還の方法につきましては、現在、町の方で借り入れ

ております主な資金は、過疎対策資金と辺地対策事業資金でございますので、これ

は、元利償還金の８０％、それと７０％が交付税の方に算入されるということで、

そういった有利な借入をしておりますので、その分の財源としては、秋に出ると思

われますけれども、税源移譲の分でありますとか、その辺をじっくり充てていくと

いうふうな今の計画でおります。

あとの件につきましては、総務課長の方から。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） 広域の負担金につきましては、今、いろいろ広域の方も事

業を行っております。財政的な計画あたり、今、広域の方でもつくっておりますの

で、仮に蘇陽町が外れた場合においては、その分は加入の町村で払うような形にな

ってくるとは思います。以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） もし、今、総務課長が蘇陽町が外れた場合には、該当する町

村で負担するということなんですが、私はそうはならないんじゃないかなと思うん

ですね。ゴミ収集、要するに、リサイクルプラザ未来館、このあたりについては、

やはりその可能性はない。それと、し尿汲み取りもないとは思うんですよ。しか

し、介護保険等については、阿蘇郡の中での介護保険の問題でございますから、そ

れはそれとして、やっぱり蘇陽町が負担してくるんだろうと、しかし、介護保険に

ついては、設備投資をしておりませんから、もしかしたらば、矢部町、清和村地域

と合併されるということになれば、そうなる可能性もある。しかし、広域消防につ
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いては、分駐所がございますから、その件についても、やっぱりその分駐所、また

は職員採用の問題もあるから、もしかしたら、そのまま継続でいくんじゃないかな

と思います。私がおりましたときに、阿蘇広域行政事務組合にそれぞれの町村の負

担割合というものがございます。高森町は、阿蘇広域行政事務組合、住民の方達が

ご存じじゃないと思いますから、大体お話をいたしますと、リサイクルプラザ未来

館、それにし尿汲み取り、浄化槽ですね、浄化槽汚泥の最終処分、それに霊照苑が

４カ町村、それに広域消防、そして介護保険の認定事業業務委託ですね、そういう

形で阿蘇広域行政事務組合が１２カ町村入りましてやっておる。その中で、一緒に

蘇陽町がかたっていないのが、要するに、ゴミ関係とし尿汲み取り関係、それには

かたっていらっしゃらない。西原村は消防の方で入っていらっしゃらない。高遊原

に入っていらっしゃる。そういうふうな形で、阿蘇広域行政事務組合で一括してや

ろうと思っても、なかなか地域的な問題が生じてやれない部分がありました。その

負担額というものが、私達高森町が現在、阿蘇広域行政事務組合にすべての面で負

担しておるのが約２億７,０００万円あります。蘇陽町が阿蘇広域行政事務組合に

負担している金額というのが約１億円ぐらいだと思うんですね。しかしながら、広

域事業に負担しておる蘇陽町の金額というものは、２億２,０００万円あります。

１億円は阿蘇広域にやっているんだけども、じゃあ、１億２,０００万円はどっち

にやっているんだということになれば、矢部町・清和村地域のゴミ収集、または霊

照苑関係、し尿汲み取り関係の設備投資に関する負担金をされているということで

す。そうなりますと、やっぱり合併していけば、それぞれの負担金はそれぞれでや

っぱり一緒になれば、もし、一緒になったとすれば、私達は旧高森町の管轄でいけ

ば、阿蘇地域の行政事務組合に２億７,０００万円を納めなくてはならない。蘇陽

町は、仮定で旧蘇陽町という形で呼びますと、やっぱりそっちは矢部町・清和村の

方に納めなくちゃならない。高森町と一緒になって、阿蘇郡になったからと言っ

て、蘇陽町が矢部町・清和村と一緒につくった設備投資の負担を放棄することは私

は不可能であると思うんですね。ですから、それも負担していかなければならない

という現実があります。そうなりますと、高森町と蘇陽町合わせて税収７億円の自

治体がそのうちの５億円をそれぞれの広域の方にやってしまうということになる

と、２億円しか残高がない。ただ、特例交付金があるということ、しかし、特例交

付金の国が交付税算入率というのは７０％、これは先ほど企画財政課長が言われた

とおり、今現在、高森町が特別に使わせていただいておる過疎債と一緒なんです。

地方交付税算入率。それと、山東部については、辺地債というのがあります。これ
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は特例交付金よりもまだいいんです。８０％、１０％はまだ上乗せしてから国が面

倒見てくださる。そのような優遇される財政基盤があるわけですね。その中におい

て、町長が今、広域行政事務組合の理事もなさっていらっしゃいますが、見通しと

して、今、阿蘇谷にも阿蘇市ができようとしている。ですから、おそらく阿蘇広域

行政事務組合の今後の運営についても、どうなってくるかということは、非常に不

透明であると思うんですが。毎月理事会等が行われておると思いますから、理事会

の中での空気というものは、あなたは身体で察していらっしゃると思うんですね。

ですから、その点について、どのようなふうにあなたが受け取っていらっしゃるか

ということをお答えいただきたい。

それと、１５年１月に、改選前なんですね。熊日新聞に出ました。１月３０日の

熊日新聞に、高森町が蘇陽町をのけ者にして、下の長陽村・久木野村に合併の打診

に行ったということ。実は、これには裏があるんですね。１月の臨時議会におい

て、私が単独で行くのであるならば、現在の定数１４を１２に減らして、財政を少

しでも豊かにするように議会も一生懸命がんばろうやということなんです。しかし

ながら、全員協議会において、いや、高森町は合併については否定はしていないん

だと、前向きなんだと、だから、やっぱり動きはしなきゃいかんということで、そ

の際に、決定いたしましたのが、町村合併検討特別委員会の委員長、副委員長、そ

れに町長も一緒になって、まず、下の３村を回ろうやと、そして回ったあとに県の

方に行って、こういうふうに回ってきましたと、そして、蘇陽町に説明に行こうや

ということだったんですが、どういうわけか、熊日新聞、その際に、参加していた

のは、当時の議員さん全員と総務課長であったというふうに思います。それに書記

がどなたかいらっしゃったと思いますが、それだけの人数で行っていたのが、ただ

アポイントメントを各町村とする際に、どこかで漏れた可能性はあるとしても、し

かしながら、そうも簡単に新聞等にそういうふうな行動が漏れるのかということ

は、私も不思議でならない。

そして、また、私が驚いたのは、１５年の改選の際に、選挙運動で私が回ってお

りましたら、地域の方がいらっしゃった。「佐伯さん達は合併について何という動

きをしよるとですか」ということで質問がありました。意見がありました。私も反

省をいたしましたが、やはり自分の意志は曲げることがないから、それについて説

明をいたしましたが、その際に、「蘇陽町の町長室に高森町の議員さん行っとらし

たとよ」って言われたんですね。私達は全員協議会で行けと言われたから、その際

に、長陽村・久木野村を回った。しかし、蘇陽町の町長に行けという話はどこから
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もなかったんです。それは、特別委員会の委員長、副委員長、町長が３村を回っ

て、熊本県の振興局に報告をしたのちに、蘇陽町に行きますということであったん

ですけれども、とうとう行かずに終わってしまった。私達が誠に申し訳ございませ

んという形で、蘇陽町に対しては、そのあとに誤解を生じたということで、文書を

送付しておりますけれども、そういうわけでございました。

そういうわけで、非常にこれだけ混迷をしておる。今回の合併については。町長

も当時の副委員長でありましたから、その当時の成り行き等についても、覚えてい

らっしゃれば、ご答弁をいただきたいし、まずは、広域の行政事務組合の空気と、

それとその当時のことをお話いただきたい、そのように思います。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 佐伯議員さんの方からのご質問にお答えいたしますけども、い

ま、阿蘇広域事業、リサイクルプラザ、また、し尿処理問題、一番問題点があるの

は、し尿処理関係でございます。海洋投棄が平成１９年４月からできなくなるとい

うことで、早急に今、その地域選定をやっているところでございます。また、地域

選定におきましても、新しい箇所がリサイクルプラザ未来館のところに土地がござ

いますけども、そこは地域的に反対が多く、また、黒川に流し込む、そういう権利

と申しますか、汚染するもとをつくるものを簡単に白川、黒川の漁業の方々から許

可は出ないとじゃなかろうかなというふうに、それだから、今現在あります赤水に

造成したいというふうなことに予め、結果が出ておりますし、委員さんの方も町か

ら２人出ておりますから、そのようになっているところでございます。ただ、今、

どのような雰囲気かというと、合併において、この未来館全体のものを含めてみま

すと、阿蘇みやま荘、また湯の里荘が２カ所が広域事業の中に含まれております。

もちろん、高森からもそういう身体の弱者の方が入所なされているのも事実でござ

います。その負担金につきましては、今のところ、高森町には微々たるものじゃな

かろうかなと思っております。一番大きなウエートを占めておるのは、消防関係で

ございます。消防が約１億円強支払われております。各町村いろいろ考え方がござ

いまして、下３つ合併したなら、今までの町村割のままでいいんじゃないかという

人もおりますし、また改めて、人口比率、または平等割、そういうのを計算したら

どうかと、いろんな意見が出ておりますけども、今のところは、決定いたしており

ません。今回、先ほどもお話がありましたように、南小国町の合併がボツになりま

したし、また、阿蘇市になりましても、産山村の方がボツで、一歩下がったという
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ことでございます。そういうような各残ったところの方が大変町村として小そうご

ざいますから、どうやって補っていくものかというのをまだ委員会の中、理事会の

１２カ町村の中では結論に達しておりませんし、できるものなら、私どもの町は少

しでも安い方がいいわけでございますから、そのような努力はしておるところでご

ざいます。

今回もそういう合併があるということで、ちょっと直接関係ございませんけど

も、今、下の柏塚の墓地がございますけども、そこの横に昔のプラント跡というの

がございます。広域事業でございます。そこも今回、あそこは高森町の大きな墓地

でございますから、あそこには駐車場も一つもございません。ないということで、

今回は無料ということで、払い下げをしていただきました。また、無料という意味

はご存じのように、阿蘇町では煙突を建てれば、その補償金が出たりとか、いろん

な結果が出てございます。高森町は、ご存じのように、そこに煙突がございますけ

ども、高森町には何ら援助がなかったということで、今回は、阿蘇町だけが良くな

ることには、私ども抵抗があるということで、煙突のかわりじゃございませんけど

も、迷惑料ということで、あそこに約２反ほど、１反半ぐらいですかね、そこを今

回町の駐車場としていただくことに、理事会も決定いたしましたし、議会の方でも

決定をみたところでもございます。今のところは、皆、本当の合併が仕上がってみ

らんことには、まだまだ各地域の村長さん、また町長さん方が大変地域エゴが出て

おります。そのエゴをどこで、皆さんが妥協されるかをよく見極める必要があろう

かな思っております。私も町の不利益、または住民の方々の不利益になるようなこ

とだけはそれは身体を張っても避けていくのが当然だろうと思っております。

また、合併問題につきましての話でございましたけども、私も今、佐伯議員がお

っしゃいましたように、町村合併検討特別委員会の副委員長でございました。どこ

そこいろんな勉強もさせていただきましたけども、最終的に、久木野村で５カ町村

の合併検討会がありました。当然、あの日は思い出しますけども、前町長さんから

「今日は誰も反対しちゃいかんですばい。今日はもう皆５つ、ぴしゃりうまくいく

とだけん。絶対余分なことは言わんでください」とそういうお願いがございまし

た。「一言も言わんでいいですか」と言ったら、それはもう佐伯議員が一番詳しか

と思います。順番に説明をして回ってですね、久木野村にいったところが、久木野

村は３村でしたいと、そのような希望があるというようなことをおっしゃいまし

た。それはもう当然、トップの方々がお話をして決めた結果だろうと思いますか

ら、蘇陽町さんも私ども高森町もえらい腹かいて、昼飯も食わんで帰ってきまし
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た。その帰ってきた結果が、先ほど、甲斐議員さんがおっしゃいましたように、林

業センターでの各議員さん方、課長さんとのお話であっただろうと、そのように思

っております。合併にかてていただけなかった、こんな悔しい思いをしたことはご

ざいませんし、また、それだけの中に、うちの町長もまだ入っていなかったかなと

思うと、何か少し寂しい気持ちがしたのも事実でございます。

ただ、今になって、評論家的なことを言っても、合併は進むものではございませ

んし、十分先ほどから各議員さんからいろんなご意見が出ております。できる限

り、そういう状況も見極めながら、そして、皆さんのお知恵を借りながら、この合

併については、打開してまいりたいと、そのように思っております。よろしくお願

いをいたします。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） こういう状況でございますから、再度の質問をお許しいただ

きたいと思いますが、１５年１月、土壇場ですね、改選前の土壇場、大雪の日に、

長陽村・久木野村を回ったわけですね。新聞でいろいろ書かれました。町長の方に

取材はされておったんですが、実際、町長は取材されても何も知らないわけです

ね。議会の方から要請して一緒に行こうじゃないかということだったと思うんで

す。議会の方から要請じゃなくて、議会の中でそれは町長も一緒に行ったがええば

いということになって、町長も一緒に行かれたと思うんですね。実際、決めたのは

議会だった。熊日側は私には一切そういう取材はありませんでした。しかしなが

ら、そういう形でいった。実際、県もマスコミ関係もどのような合併を本来望んで

おるのかということが、私にはわからんわけですね。蘇陽町のことがあるものだか

ら。当時、もし、蘇陽町との合併というものが本当に単独で１対１の合併というこ

とをしたかったのならば、その際に、私達を長陽村・久木野村にやらなかったらよ

かった。しかし、やっぱり僕も行きたいという意向が強うございましたから、行か

せていただいたんです。許可してもらったから行ったんですが、結果的には、途中

で白水村まで行かなかったんですね。それはその時期はどういう時期かというと、

久木野村・白水村・長陽村の任意協議会が法定協議会に移行しようという時期だっ

た。だから、時期的には、そこが最終リミットです。タイムリミットだったんです

ね。だから、それを逃すわけにはいかんから、どうでんこうでん行こうと、１月２

９日にその２村に行って、２月３日に白水村に行って、そして白水村に行った足で

振興局、そして蘇陽町というスケジュールでございました。しかしながら、途中で

壊れたわけです。ですから、そこで高森町の合併というものは、本当にとん挫して
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しまったと言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、当時の話の内容につい

て、今日は傍聴の方もいらっしゃいますから、当時の総務課長だった今の草部出張

所長、あなたが当時、かたっていらっしゃいましたから、当時の話の内容、覚えて

いる限り、よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） 草部出張所長 岩下生人君。

○草部出張所長（岩下生人君） ただいま、ご質問がありましたように、当時、総務課

長という職にありまして、ただいま、お話がありましたように、ちょうど議会中だ

ったと思います。一応、今お話がありましたように、今後、単独で行く場合、議員

も経費をいろいろ考えたがよかろうということで、急きょ、委員会の人を召集した

というふうに記憶しております。その当時、記憶の中では、高森町の議員の報酬が

どうなのか、その辺もちょっとお話がいろいろ出ました。最終的には、今の佐伯議

員さんがおっしゃったように、その前に、何月かちょっと記憶にございませんけれ

ども、南部６カ町村の議員さんの親善がいろいろあっていたということで、その席

上で高森町はまだまだ加える用意はあるぞというようなちょっとしたお話も出たと

いうふうに私は聞きました、その席で。ならば、当然、議会も今、議員さんがおっ

しゃったように、定数削減もいいけども、まずは、３村の本当に門が開くのか、あ

るいは今後かててもらう用意があるのか、絶対だめなのか、その辺も聞く必要があ

るんじゃないかというお話があったというふうに記憶しております。

そこで、今言われたように、議会の方も動くならやってみようと、まずは、下に

門が開くならば、蘇陽町さんはその当時、記憶しているところでは、もう上です

ね、矢部町・清和村とのお話も出ましたので、蘇陽町が一緒に同行することは無理

だろうと、まず、高森町がその橋渡しをしたらいいんではないかというお話だった

ように私は記憶しております。

そこで、日にちの調整については、総務課長でありましたので、私の方にしなさ

いということでございましたので、各村の総務課長さんに連絡をとりまして、一応

こういうことで是非とも議長さん、あるいは村長さんにお伺いしたいということ

で、まず、ご返事いただきましたのが、今言いましたように、長陽村、それから久

木野村については、早速、何日の何時にはよかろうというお話をいただきましたの

で、その旨伝えました。ただ白水村については、今しばらくちょっと時間をくださ

いと、それはなぜかと言いますと、今、かなりいろいろありますので、もうしばら

く時間をくださいということで、決まり次第、うちの方にご報告するということで

ございました。そういうことで、当時、議員さん、これは議長も行かれたかちょっ
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と私は行っておりませんのでわかりませんが、当時、行こうということで、ただ

し、そのやっている中において、新聞に高森町が抜け駆けしたというような記事が

出たということで、急きょ、議員さんの方から私も呼ばれまして、どういうことか

ということで言われましたけれども、私も知らんとこでそういう記事が出ましたの

で、これは蘇陽町さんの方が、抜け駆けされたということで、高森町に非常に憤慨

されているというお話が出ましたので、これは当然、蘇陽町の方に説明の義務があ

るということになりましたので、文書を作成いたしまして、それを私ともう１人誰

か、そのとき同行しましたと思いますけども、蘇陽町の後藤町長さんの方に持参を

いたしまして、その経緯については、蘇陽町の町長さん、後藤町長さんの方に面接

をいただきまして、内容については縷々説明をいたしました。その当時、町長さん

の方ではそういう状況だったんですかということで、おわかりはできたというふう

に私は理解しております。

その当時の今言われました質問についての記憶は以上でございます。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんか。１４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） １４番 後藤でございます。

３名の方々からいろんな質問がございましたが、私の知っている範囲内で質問さ

せていただきます。話があまり長くなると、時間も足りませんので、大体６町村合

併ということで、進んできたことは事実でございます。その中で、グリーンピアで

会議がございまして、３村が立ち上げて捨てられたということで、この林業センタ

ーで臨時に皆さんが寄って話し合いがありました。そのとき、やはりそれは３村が

捨てたならば高森町はどうでんこうでん、単独でいかにゃいかんという皆さんの意

見であったと思います。そういうところで、単独で行くならば、住民に説明会をせ

にゃいかんというところで、その数字が出たと思います。そういうことで、単独で

も行かれるということで、ずっと歩んできた中で、今、総務委員会でも話が出ます

が、こういう厳しい時代がやってきたということで単独で行けるかというと、ちょ

っと無理じゃないかということでございますので、その辺から総務課長に初めの単

独でいく数字の説明と、今の現況を説明していただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） 当時の財政状況について、その時点での把握される分で把

握して積算されており、１０年間の計画をなされておりました。それ時点でこうい

った形でいきますよというご説明で地区を回ってまいりました。現時点では、先

日、お示し申し上げましたように、交付税減額の分の算定方法、変わっております
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ので、減額になってきております。それに見合った収支あたりを先日、ご提案申し

上げていたところでございます。以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） ただいま、蘇陽町との合併は問題とかいろいろ出ますが、こ

の高森町、３村１町の合併のときが、私は色見でございます。色見は借金で赤字で

どうもならんで、あの合併をさせてもらったと思います。その当時、草部、野尻は

山が大変景気のいい時代でございましたので、草部、野尻も一緒にしたがよかろう

ということでやったように記憶します。そして、野尻はいろいろ整理をいたしまし

て、約３年遅れて合併したように記憶がございます。そういうことでございますの

で、ただいま、蘇陽町と高森町の合併はということは、それはどっちも捨てられた

から言うことであって、あくまでも高森町が単独で行くならば、これは一番いいこ

とであるということを私はずっと言ってきたつもりでございます。しかしながら、

なかなか単独では行けないような現況でございます。上色見も学校統合問題にいた

しましても、合併を前提にやっているので、必ず統合を早くしていただいて、学校

跡地あたりも立派に整理をしていただくということで、私達も選挙にも出てまいり

ました。

しかしながら、この時代になって、数字からどうのこうの、何からどうのこうの

じゃなくて、真剣に両町が話し合いをしながら、そこで切れるのは別ですけどね、

この場でもう賛成反対ということは、私は厳しく思います。

議員さん皆さんがどういうお考えでございますか知りませんですが、本当に単独

でいくなら、町長のやり方もまだ変わっていかなければならないと思います。そう

いうことがございますので、町長さん、いかがでございますか。結局、この度、合

併問題を外せば、１０年ぐらいかかると思いますが、その高森町の行き方に対し

て、やっぱりいろんな構想があると思います。これは、合併をしないのであれば、

今日中に会議をいたし、町のやり方を示していただきたいのが、私の思いでござい

ます。いかがでございますか。よろしくお願いします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 先日の臨時議会で申しましたように、意見を申しましたけど

も、この意見に気持ちが変わるものではございませんし、このとおりに私は進めて

まいろうと思っております。

また、前回申しましたけども、平成１７年４月１日から市町村合併特例法に関す

る新法が５年計画でなされます。その内容についても、今から今後、十分検討し、
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どの方法が一番いいかを皆さんと一緒に検討してまいりたいと、そのように思って

おります。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんか。総務課長 渡辺哲郎君。

○総務課長（渡辺哲郎君） 先ほど、１３番議員さんがお尋ねになりました合併の住民

説明会の件でございますが、これにつきましては、先ほど、１４年２月分と１４年

１０月から１１月にかけて説明した部分がございました。大変申し訳ございませ

ん。その１０月から１１月にしました分で、朋友館で３７名、河原老人憩いの家で

２６名、草部基幹集落センターで３１名、旧ＪＡ草部北部支所で１２名、高森中学

校体育館で８８名、それから色見小学校体育館で３３名、上色見小学校体育館で４

６名、計２７３名の方が出席されております。大変申し訳ございませんでした。

○議長（相馬俊行君） ほかに質疑ございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 住民の皆様方が高森町の将来を考えて、多大な労力をお使い

になり、また、いろんな知恵をお絞りになり、高森町の住民の行く末を考えての住

民発議でございますから、私も反対の意見をそれなりに述べさせていただきたいと

思います。ただ反対だけでは、一生懸命出された皆様方に失礼に当たりますから、

私が町村合併検討特別委員会、当時の委員長でございましたので、そのときの考え

とまた、今の考えを述べさせていただきたいと思いますが。

現在、高森町は、阿蘇郡内のいくつかの合併協議会があっておる中において、西

原村・高森町、それに産山村がはっきりと単独で残っております。現在進行形、ま

た確定というところが阿蘇市ですね、阿蘇町と一の宮町・波野村、南小国町は解体

するそうでございますが、蘇陽町につきましては、矢部町・清和村と４１項目にお

ける多大な項目、要するに、行財政についてのいろんな宿題を現在までクリアされ

たということが先般の新聞等で後藤町長の発言でなされております。

私は、自治体規模が違うそれぞれの町村が、私はこの大項目４１項目を見ます

と、行政制度等の２５０項目の現況調査も含めて、その中に入ってくるわけです

が、それを含めて、それを３町村がすりあわせをしたということは、私はその３町

村が並々ならぬ熱意で合併に向けての動きをされていらっしゃったものだというふ

うに評価をいたします。住民の皆様方からすれば、確かに隣接する部分において

は、不平不満が出てくると思いますが、しかしながら、島国でない以上は、やはり
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町土と村土と市土とか、いろいろありますけれども、その区域はどこかに隣接をす

る、その隣接をしたところがやっぱり一緒になれば一番いいというのは、やっぱり

人間の希望であると思います。しかしながら、今回の合併は、国・県の財政の逼迫

による大同合併、合併特例法でありますから、自治体も実際、合併が必要なところ

もあると思うんですが、現在、高森町においては、私は先ほどから議会から出てく

るように、町長の行政手腕、財政手腕が正しいとははっきりとは申し述べられませ

ん。ましてや、合格点をあげると言っても、まだまだ合格点には届いていないと思

います。

しかしながら、当時の合併をしないで単独でいくと言ったときの職員がほぼ残っ

ておる中で、私は、財政改革、行政改革を私はやれないことはないと思うんです

ね。合併したところは、今から合併をして行政面の設備投資をしなくちゃならな

い。高森町は、合併をしないでおると、単独でいくことによって、経済も絞るんで

すけれども、町内の経済基盤整備が今合併をしようとするところよりも、より早い

状況で手をつけることは私は可能になってくると思います。そして、新たな体力を

付けて、その後の合併において、どのような形の合併をしようかということを本当

に根から考えていければ、僕は幸せであると思いますし、町民の皆さん達も幸せに

なってくるというふうに確信を持っています。

ですから、今回は、蘇陽町・矢部町・清和村が４１項目という、この大項目、そ

して行政制度の２５０項目をそれぞれすり合わせられたという、この意気込みを評

価して、私はしばらくの間じゃないんですが、蘇陽町・矢部町・清和村の合併を高

森町としては、温かく見守っていくべきであるというふうに思っております。

ですから、その意味をとらえまして、反対の意見ということでございます。以上

です。

○議長（相馬俊行君） 賛成討論を求めます。どなたかございませんか。６番 野中謙

三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中でございます。

私は、賛成討論をさせていただきます。まず、理由といたしまして、確かに、町

長等おっしゃられますように、近隣町村の動向を見極める、これも重要なことです

し、夢を求めるまちづくりを進めるというのが根底でございますけども、今回は、

法定協議会の設置をするかどうかの部分でございまして、合併の結論を出す部分で

はございません。したがいまして、私はやはり他町村と同様、一度はきちっとした

形で協議会というテーブルについて、そして、合併の中身について議論を進めるべ
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きであって、まず、協議会に参加しないままに合併どうのこうのではないというふ

うに判断いたします。

したがいまして、同じテーブルにつく、同じテーブルの中から合併したがいいの

か、しないがいいのか、その部分の答えを求めるがためにも、協議会の設置を強く

求めるものでございます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） ほかに反対討論はございませんか。ほかに討論はございません

か。賛成討論も含めて。１２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） １２番 三森でございます。

私は、町村合併検討特別委員会の委員長といたしまして、２３日の冒頭に委員会

としての報告をしたわけでございます。その中で、私は、今、発言しますことにつ

きましては、あくまでも一議員として発言するわけでございますけれども、賛成討

論をいたしたいと思います。

いろいろ委員会の中でも検討しておりますし、高森町が今後、進むべき道はどう

であるのか、これを今まで議会の中でいろいろな合併についての質問、討議、ある

いは行政サイドからの財政的な問題、いろいろと縷々説明、検討をなされているの

も事実でございます。それを見極めまして、今後、高森町が高森町自身として、本

当に単独でいけるのか、これは、大変疑問でもありますが、やろうと思えば、やれ

ないことはない。それを今の財政状況の中でどれだけ努力ができるのか、また、住

民がどれだけそれで満足をされるのか、そこらあたりが私は一議員として、大変懸

念をしておるというのが事実でございます。

私は、この度の合併、同一請求にいたしましても、先ほどの報告でも申しました

ように、幾度となく高森町は合併について結論を先送りにいたしております。ま

た、町長の発言にいたしましても、あくまでも合併はすべきであるという気持ちを

述べられております。それを考えますときに、私は蘇陽云々、これも今日の時点で

は同一請求でございます。あえて蘇陽町と言いますならば、私はあくまでも蘇陽町

とまずテーブルにつくことが先決ではないか。協議会設置のテーブルにつくことが

大事ではないか。そうすることによって、あくまでも阿蘇南郷５カ町村６カ町村の

今後に向けての整備をするのも必要ではないか。対等的な立場の中で、合併を進め

ていくのが筋ではなかろうかと、かように思うわけでございます。

５月の参議院の中でも決まっております１７年度からの新合併特例法５カ年の時

限立法の形が決まっております。この中にも、あえて１万人未満を対象という形が
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含まれるというようなニュアンスも出ております。このように、国としても、目標

が徐々に固まりつつある中で、本当に一町村が小さい町村が単独で自信を持ってい

くという自信は私は高森町として、本当に声をあげて、町民に示すことができるの

か、そういうことを考えますときには、この度の同一請求について、協議会設置に

ついて、賛成するものであります。よろしくお願いいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ほかにございませんですか。１番 宇藤 敬君。

○１番（宇藤 敬君） １番 宇藤でございます。

私は、反対の立場で討論をさせていただきます。

意見陳述等をお聞きました。本当に真摯なお話だったと受け止めておりますが、

現状においては、蘇陽町に関しましても、山都町という新しい町名のもとで廃置分

合の決議を迎えるばかりのところまで進んでおります。

それと、もう１つは、蘇陽町においては、町長のリコール請求もあっておるやに

聞いております。こういうことを鑑みますと、今、どうしても合併の方向に向けて

進まなければいけないのかと、そういうふうに思えてなりません。政治状況という

のが、蘇陽町の中において、混沌としている状況ならば、その姿がはっきりしてか

らでも遅くはないと思っております。

それから、私は、まだ当選１回の議員でございますが、選挙に出馬するときに

は、いろんな人から合併せんといかんぞと、おまえ、合併することに対しては賛成

と、そういう形でがんばってくれというような言葉をたくさんいただきました。そ

の中で、自分なりにいろんな方、お聞きしました。また、執行部の方にもお話をお

聞きしながら、今日を迎えているわけでございますが、そのお聞きしたこと一つ一

つをそういう私にいろんなことでおっしゃった方に実はこういう状況ですよと、こ

ういう今お話が進んでおりますと、そういうことを一つ一つ説明をしていったとき

に、少しずつ態度が変わられた方もいらっしゃいます。

また、ここ数日は、今日、こういうことがありますということで、夜遅く、いろ

いろ支持をされた方等をお回りしたり、あるいは、祭の準備等で一緒になったとき

に、休憩時間にこういう話がありますということをしますと、強行に言っていた人

も今はそういう意見をおっしゃいません。ということは、風の便り、風聞噂、こう

いうものに乗らされて、合併せんと町財政が破綻するとか、そういうことに惑わさ

れておった部分も多分にあるやに思えてならないわけでございます。

ですから、町長もおっしゃいましたように、住民説明と、これはもっともっとさ

れる部分もあるだろうと思いますし、住民投票もしたいんだと、そういうこともお
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っしゃっております。ですから、きちっとした住民の意思がはっきりした時点で、

私は合併の方向に進むなら進む、単独でいくなら、単独でいくという方向性を決め

るべきだと思っております。

そういう立場から今度の請求に関して、私は反対の討論といたします。

○議長（相馬俊行君） ほかに討論ございませんか。８番 甲斐廣國君。

○８番（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

さっき中間で町長の決意を聞きたいところでございましたけれども、すんなりと

そのままいってしまいまして、申し訳ございませんでした。

私も非常に残念でありますけれども、今回は、これはもうすべきでないと、そう

いうふうに思っております。やっぱり合併して、すぐまた、合併ができるかという

と、そうじゃないんですね。やっぱり１回合併をして、廃置分合を決めて、庁舎な

り決めたら、１５年なり、２０年はこれは動かさないというふうに私は思っており

ます。そういうことで、それよりも１７年から新法が決まりましたので、これに則

って、南阿蘇は一つになる方法を考えた方が早く合併の道が開けるんじゃないか

と、そういう気持ちでございますので、それともう１つは、４１項目ですか、これ

を今から３月３１日まで詰めるというと、やっぱり担当になった職場の職員はもう

おそらく寝ずでいろいろしなきゃならんというふうに思っておりますので、また、

蘇陽町が２足の草鞋を履いてされるのかも非常に疑問でありますので、今回は、高

森町としては、そして、やっぱり町民の不安を払拭するためにも、一日も早く、南

阿蘇が一つになる方法を考えた方が適切だと、そういうふうに思っておりますの

で、反対といたします。

○議長（相馬俊行君） ほかにはございませんか。７番 本田生一君。

○７番（本田生一君） ７番 本田生一でございます。

朝から大変皆さん方からいろんな質問等あり、今、いろんなご意見が出ておりま

すけれども、私は、この件に関しまして、反対といたします。

なぜならば、やはりもう皆さん方が先に述べられたとおりであります。今、蘇陽

町と高森町のこの合併につきまして、本田さんの方から意見陳述が述べられまし

た。非常に一生懸命に合併について勉強もされ、考えていろいろ述べられました。

それはわかりますけれども、今、蘇陽町にしましては、矢部町・清和村と３町村が

もう皆さんが述べられているとおり、合併が進められているというだけでなく、も

う終わり掛けているような状況の中であります。結果がどうなるか、私にはわかり

ませんけれども、私といたしましては、今回のこの件につきましては、反対といた
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します。

○議長（相馬俊行君） ほかに討論ございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） これで討論を終わります。

これから、議案第４１号について採決いたします。

本案については、起立採決によって行います。

議案第４１号については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者起立］

○議長（相馬俊行君） 起立少数です。よって、議案第４１号、蘇陽町・高森町合併協

議会の設置については、否決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りします。

企業等誘致特別委員会から現在までの調査報告を行いたい旨、申し出があってお

りますので、これを許可したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、企業等誘致特別委員会の現在ま

での調査報告を許可することに決定いたしました。

企業等誘致特別委員長 後藤和昭君。

○企業等誘致特別委員長（後藤和昭君） ６月定例会以降の委員会の活動状況について

報告いたします。

去る７月８日、９日の両日、鹿児島県吉松町にあります矯正施設鹿児島刑務所の

視察及び吉松町役場における誘致の経緯、現在の状況、また、熊本県庁におきまし

て、熊本県企業立地課、工業振興課との意見交換を実施いたしました。

なお、今回の調査研究には、議長、町長が同行されております。吉松町において

は、委員さん１人欠席でございます。

まず、矯正施設の視察でありますが、周辺は、農村地帯であり、施設は丘陵地帯

に設置されておりました。職員宿舎及び矯正施設正面以外は周囲にとけ込んでお

り、静かな環境でありました。吉松町役場からも直線距離にして、約６００メート

ルとのことであり、受刑者また地域に配慮した施設であることが伺えました。

翌７月９日、吉松町役場において、町長、議長に出席をいただき、誘致の経緯、

現状等について説明を受けたところであります。特に、現町長が当時の担当者であ
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ったことから、有意義な話を伺うことができました。その中で、特に、強調されて

いたことは、住民の不安はあったが、最大の条件は議会がまとまることであるとの

感想を述べられたことが印象に残っております。また、観光産業等への影響はほと

んどなく、慣れることが一番であるし、慣れるとのことでありました。財政的に

は、自主財源確保のためには、非常に有効だとのことであります。一方、地元から

の食材等の提供については、米については無理であるが、野菜等については入札な

どにより、提供が可能であるとのことでございました。米については、中身につい

ては、囚人でございますので、古々米等を配給されておるようでございました。

最後に、吉松町長からは、住民の方々においでいただいても構わない。自分が話

をしてもよい。必要があれば、高森町まで出向いて良いとの力強い言葉をいただき

ましたこともつけ加えます。

次に、同日午後、堤県議同席のもと、熊本県企業立地課、工業振興課との意見交

換を行いました。これにおきましては、全委員出席でございました。最初に、企業

立地課から県内における企業の立地状況は非常に厳しいものがあり、平成１５年度

の誘致件数は７件という状況のことでありました。工業振興課からは、阿蘇ソフト

の村について、バブルの崩壊後の投資意欲の減退により、未だに誘致ができていな

い状況であり、企業の保養所なども念頭に検討したが、状況は良くないとのことで

ありました。意見交換におきましては、ソフトの村用地の活用について、有効活用

につながることがあれば、町からもプランを出していただきたい、また、公的機

関、いわゆる矯正施設の誘致について、用地の提供が可能かとの問いには、国への

寄附行為の問題があるが、検討するとのことでありました。そのほか、特色ある学

校教育としての利用の質問に対しては、郡全体として取り組めるようなことであれ

ば、提案いただきたいとのことでありました。

このようなことから、平成１６年７月２３日、委員会室において、委員全員と企

画財政課長、並びに課長補佐、出席のもと、委員会を開催いたしました。この中で

は、矯正施設の誘致について、次のことが確認されております。

民間企業の誘致については、企業の目が東南アジアに向いている現状から、誘致

の可能性は極めて低いとの判断から、今後、矯正施設の誘致を第１として、進めて

いくことといたしました。ただし、少数意見として、その他の可能性についても、

検討していただくべきとの慎重意見があったことも申し添えて、委員長の報告とい

たします。終わります。

○議長（相馬俊行君） 特別委員長の報告を終わります。
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－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本臨時議会に提案された全議案議了いたしました。

なお、次期議会日程など議会運営につきましては議会運営委員会に、また、議会

広報につきましては議会広報特別委員会に、交通総合対策につきましては交通総合

対策特別委員会に、町村合併につきましては町村合併検討特別委員会に、企業等誘

致につきましては企業等誘致特別委員会に、それぞれ付託したいと思います。これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員会、議会広報特別

委員会、交通総合対策特別委員会、町村合併検討特別委員会、企業等誘致特別委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

平成１６年第２回高森町議会臨時会を閉会します。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午前１１時４０分
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